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第４章   計画の推進 
 

 

１．包括的な支援体制の整備を進めていくための重点施策 

 

地域住民等や支援機関等の相互の協力が行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供

される体制の整備（＝包括的な支援体制の整備）は、「地域づくり支援」（住民の主体的な活動を活発に

するための環境整備）、「参加支援」（地域住民によるニーズ発見と専門職と連携した支援体制）、「相談

支援」（相談支援機関同士の連携の体制整備）を一体的に行うこととされています。 

本市においては、15の施策を展開する中で、次のとおり、「地域づくり支援」「参加支援」「相談支援」 

３つのそれぞれの支援をリードする４つの重点施策を設定して、一体的に推進し、包括的な支援体制を整備

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

相談支援 参加支援 

地域づくり支援 

施策 4 地域における
居場所の充実 

施策 6 地域福祉に参加
する人づくり 

施策 3 居場所等の

情報収集力
や情報発信
力の向上 

施策 2 福祉学習や異文化理解の推進 

施策 12 市職員や専門職の協働
意識の向上 

施策 11 多様な参加者に
よる話し合いの

場の充実 

施策 10 地域ぐるみの子育て

支援の推進 

施策 8 福祉以外の分野との連携に
よる多様な就労の場や活躍
の場づくり 

施策 15 権利擁護に関する

支援の充実 

施策 5 犯罪や非行をし
た人の地域での
立ち直り支援 

 

施策 9 社会福祉協議会等の地域福祉の中間
支援組織における事業運営の強化 

有機的な連携のもと、地域生活課題

を解決するため、庁内の連携体制の

強化と多機関連携を両輪とする、 

「総合相談支援体制の強化」（施策

14）を重点施策として「相談支援」

の取組を推進します。 

「当事者理解・当事者参加の

促進」（施策 1）を重点施策と

して、互いに認め合い、地域

の一員として共に生きる土

壌づくりを進めます。 

包括的な 

支援体制の 

整備 

得意なことや興味関心を生かして

それぞれが力を発揮し、地域に参加

し、つながって、協力し合えるよう、 

「地域における活躍の場づくり」

（施策 7）を重点施策として「参加

支援」の取組を推進します。 

身近なところで気づき合える地域づくりに向けて、 

「地域におけるつながりづくり」（施策 13）を重点

施策として「地域づくり支援」の取組を推進します。 
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２．権利擁護支援と総合相談支援の一体的な推進 

 

  本人の意思を尊重する意思決定支援をすべての支援者における共通理解とし、本人を中心とした権利

擁護支援を基盤として、総合相談支援を一体的に推進します。 

そのため、権利擁護に関する理解醸成や権利擁護人材の育成などに取り組むとともに、すべての人が、

尊厳のあるその人らしい生活を地域の中で送れるよう、支援者は本人の気持ちや思いに寄り添いながら、

本人が持つ力を発揮し、様々な活動や話し合いの場、活躍の場や就労の場へ参加ができるよう支援を行う

など、各種の取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

総合相談支援 

権利擁護支援 

本人を中心とした権利擁護支援を基盤
として、総合相談支援を一体的に推進 

  

  

    

「断らない」 
相談支援体制 

横断的な 
連携体制 

庁内連携体制
の強化 

相談窓口の 
周知・啓発 

地域で希望
する生活が
送れる 

本人の意思を 
尊重 

本人が持つ力
を発揮 

権利擁護に関する 
理解醸成と人材育成 

意思決定支援 
の促進 

  関係機関、地域等 
との連携強化 

  社会参加の 
促進 
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３．計画の推進体制 

 

本計画の推進にあたっては、福祉分野に限らず、庁内関係部署の連携強化を図るとともに、地域住民、

専門職、関係機関・団体など多様な主体と連携・協働して取組を進めます。 

連携・協働にあたっては、地域福祉の推進に中心的な役割を果たす宝塚市社会福祉協議会とめざす

べき姿や地域における課題を共有しながら取り組んでいきます。 

また、各種会議体において検討する様々な課題や問題を共有し、多様な主体のつながりを広げながら

推進します。 

 

 

４．計画の進行管理 

 

本計画の推進にあたっては、宝塚市社会福祉審議会において毎年、取組状況の報告を行います。同審

議会での議論をふまえて点検・検証し、必要な見直し・改善を行います。 

あわせて、宝塚市社会福祉協議会の「地域福祉推進計画」及び「地域ごとのまちづくり計画」の関係

者と意見交換の場を持ち、それぞれの計画における進捗状況について情報共有を行います。 

 


